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大阪狭山市社会教育関係団体事業補助金　『手続きの流れ』（モデル）　案

市が認定した補助金交付
社会教育関係団体

交付申請 ヒアリング
審査及び
交付決定

団体へ
交付決定通知

事業実施

団体 市 市 市 団体

認定　⇒
地域的普遍性を有し、過去に堅実な実
績等を有する団体であるか等を審査

各
種
団
体

団体へ
不交付通知補助金交付認定団体（平成17年度現在）

書類審査
審査

（意見聴取）
公表

（情報公開）
実績報告
提出①市子ども会育成連絡協議会 市

②市文化協会 市 社会教育
委員会議
審査部会

申請書類及
び審査結果
の公表

団体

③市婦人会

④市PTA連絡協議会

⑤ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ大阪連盟狭山第１団

⑥ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ狭山第２団 確定通知
（補助額等）

実績報告書
の審査・ヒア
リング・評価

⑦ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ大阪府狭山第23団

⑧市体育協会 市

　 市・社会教
育委員会議
審査部会

公表
（情報公開）

その他の社会教育関係団体及び各種団体
その他機関及び

民間の補助制度へ 事業実績・評
価等を公表例　：　大阪狭山市市民公益活動促進補助金（サンセット方式）
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○社会教育事業を実施しその効果が期
待できる社会教育関係団体に補助金を交
付する。
○補助制度の流れ等について、市民に対
し、説明責任を果たせるよう、市及び団体
は、公平性・公正性・透明性を図るため、
積極的な情報公開が必要である。

修正又は
条件を付す
場合も

交付しない
理由
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